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多賀城みらい塾​

第2回チャレンジマルシェ出店募集要項 
 

１　対象とする出店者 

①多賀城市内に在住している、または、市内での起業を目指している方​

　　②現在起業していない方、または創業して５年以内の市内事業者​

　　③マルシェ等の催事へ出店し、収益を上げることに意欲がある方​

     ※今年度の多賀城みらい塾に参加されている方、今回初めてマルシェ出店に挑戦​

　　される方を優先させていただきます。 

 

２　対象事業・販売品目 

　　原則、雑貨・食品などの販売　​

　　※上記以外の商品・サービスについては応相談とします。　 

　　※飲食店での出店の場合は、営業許可書・食品衛生責任者・生産物賠償責任保険等の

証明書の写しが必要です。 

※酒類の販売は不可とします。 

　※政治活動、宗教活動、スピリチュアルに関連した出店は不可とします。 

　　※上記の要件を満たしていても、多賀城みらい塾の運営方針や今回実施するイベントの

コンセプトに合わない場合は、販売をお断りさせていただく場合がございます。 

　 

３　出店場所 

　　多賀城駅前北口広場（屋外） 

 

４　出店日時 

　　令和8年3月15日（日曜日）10時から15時 

　　※時間帯は変更の可能性有り 

 

５　出店スペース 



　　１店舗当たり2.5m×2.5m以内を基準とする。 

 

６　出店料 

　　3,000円　​

　※令和７年度の多賀城みらい塾に参加した方は、出店料の2／３に相当する2,000 

　　円を事務局が助成します。​

 

７　出店枠 

　　６枠（基準） 

 

８　備品 

　　すべて出店者様ご自身でのご用意をお願いいたします。​

 

９　電源 

　　電源（発電機）を使用する際は、その目的等について事前にご相談ください。 

 

10　搬入・搬出​

　　主催者が指定する時間に行ってください。出店確定後に連絡があります。 

 

11　駐車場 

　　会場周辺の有料駐車場をご利用ください。 

 

12　注意事項　　 

　　　以下の注意事項に反する行為を行ったものと認められた出店者は、以後の出店および

新たな応募の受付を行わない可能性があるものとする。 

(1) 出店者が発電機や火気を使用する場合、消防等関係機関の指導に従い、消火器

の設置等、必要な措置を講じること 

(2)  出店に使用する車両等には、保健所からの許可証を掲示すること 

(3) 出店者は、出店および食品、販売行為において発生した事故や苦情に対してすべ

ての賠償責任を負うこと 

(4) 出店に使用する車両の駐車および看板等の動産の設置に当たって、来訪者、通行



人等に影響がないよう、安全管理を徹底し、混雑時等、敷地内の動線および安全を

確保すること 

(5)　災害時、やむを得ない事情により、急遽出店を中止とする場合があることを了承す

ること。この場合において、当該出店中止により出店者に損害が生じても、市は一切

の保証を行わないことを了承すること 

(6)　音響設備や拡声器等、騒音となり得る機器（発電機等必要な機器は除く）は使用し

ないこと 

(7)　出店者の責において発生したゴミ・残飯・排水等は持ち帰ること 

(8)　提供する容器等は、出店者がゴミ箱を設置し、回収すること 

(9)　販売価格については、適正な価格を考慮すること 

 

13　申し込み方法​

　　指定の出店申し込みフォームに必要事項を入力の上送信すること。​

​

14　申込期限​

　　令和8年1月25日（日） 

 

15　問い合わせ先​

　　多賀城みらい塾運営事務局_チャレンジ出店支援事業担当​

　　MAIL:tagajomiraijuku@atomica.jp 
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